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Ⅱ研究方法

1．実施期間：平成19年７月～９月

2．方法

ｌ）先行研究のＪ－ＲＡＣＴや山口らのフローシート、

新井らのアセスメントシート等の基準を参考に、

神経科・神経内科患者の内服行動に影響を与える

と思われる機能面と認識面を抽出した。

２）神経科・神経内科患者の内服自己管理に向け内

服管理能力を評価するアセスメントシートを独自

に作成した。

Ｓ）作成したアセスメントシートを用いて、研究者

Ｓ名で当病棟入院中の３４名の患者について内服

管理能力を評価した。

４）アセスメントシートが当病棟の神経科・神経内

科患者に使用できるかを検討した。

ａ倫理的配慮

データは研究の目的以外には使用せず、個人が特定

されないよう配慮した。

はじめに

患者を取り巻く療養環境は、平均在院曰数の短縮化

に伴い入院中心の医療から在宅医療へと変化し、在宅

での疾病コントロールの重要性が高まっている｡また、

高齢者単独世帯の増加、老々介護など高齢化に伴う社

会問題が深刻化する中、疾病のコントロールをしてい

く上で内服管理を自身の責任で行っていかなければな

らないケースも増えている。

当病棟は神経科および神経内科を中心とする混合病

棟であり、退院後も長期的に内服を継続しなければな

らない患者が多い。患者が自身の疾病と内服の必要性

を理解し、疾病のコントロールを良好に行っていくた

めには、入院中から退院後を予測した内服指導や介入

が不可欠である。しかし現状は、患者の内服管理能力

を評価する際看護師間で統一した基準はなく、その評

価の視点は個々の看護師に委ねられている。また、入

院時に選択した管理方法が見直されず、計画的な関わ

りができないことも多い。先行研究では内服管理能力

を評価する基準についての報告はあるが、神経科患者

や神経内科患者を対象にしたものは少なかった。そこ

で当病棟患者の疾患による特性を考慮し、評価の視点

を統一させ、自己管理に向けた介入を行うため、先行

研究にある基準を参考にアセスメントシートを作成し

たので報告する。

Ⅲ結果

１．アセスメントシートの作成（表１）

認知機能障害がある患者は内服自己管理は不可能で

あり、看護師管理が必要と判断し､【認知機能障害の評

価】でアセスメントした。認知機能障害のない患者に

対しては、【身体機能の評価】と【薬の理解と自己管理

継続能力の評価】（以下、【継続能力の評価】とする）

の視点から内服管理能力を評価した。

【身体機能の評価】はく曰常生活に支障をきたすほ

どの視力障害の有無＞〈内服動作の問題の有無＞〈嚥下

の問題の有無〉の３つの視点でアセスメントした。

【継続能力の評価】は､〈内服の飲み忘れの有無><指

示どおりの内服行動><内服薬の個数と種類の理解><内

服の必要性の理解><病状､治療上自己管理が不可能と

考えられる〉の５つの視点でアセスメントした。

Ｌ目的

神経科・神経内科患者の特性を考慮し、患者の内服

管理能力を評価する視点を統一させるためのアセスメ

ントシートを作成する。
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それぞれの視点には評価項目を設けた。

２アセスメントシートの試行

平成19年９月７曰～９月１０曰の時点で当病棟入院

中の患者３４名について、作成したアセスメントシー

トを用いて内服管理能力の評価を行った。患者の内訳

は神経科６名、神経内科２１名、整形外科３名、眼科２

名、その他２名であった。そのうち、経管栄養患者、

内服薬がない患者４名は対象外とした。

【身体機能の評価】は、３つの視点すべてにおいて

研究者間で評価の結果が一致した。しかし、【継続能力

の評価】では、〈内服薬の個数と種類の理解〉〈内服の

必要性の理解>において評価の結果は一致しなかった。

３．アセスメントシート試行の問題点

アセスメントシートの内容に関して､｢身体機能の評

価はこれまでの観察内容やケアしていることを基に評

価できる｣、「病識や内服することへの思いについて、

どのように質問すればよいかわからなかった｣、「自分

の解釈が正しいのか自信がない｣、「評価基準があいま

いで、判断に困った」という意見があった。

内服動作に問題がないかをアセスメントする必要があ

ると考えた。更に、誤嚥の危険が高い患者や、嚥下障

害がありトロミ剤やゼリーを使用しなければ内服でき

ない患者もいることから、当病棟では嚥下機能の評価

は内服管理能力を評価する上では重要であると判断し

た。

身体機能の障害は、内服行動に直接的に影響を及ぼ

すため評価することは不可欠であり、看護師間で同一

の視点で評価を行うことが重要である。アセスメント

シートを試行し看護師の評価の視点が一致したことで、

患者の生活状況やＡＤＬを視覚的に観察し判断でき、

身体機能の評価の結果が一致したと考えられる。この

ことから、アセスメントシートの使用は有効であると

考える。今後は、患者の内服管理能力を評価していく

中で、今回挙げた３つの視点以外に必要と考えられる

ものはないかを検討する必要がある。

自己管理継続能力については、飲み忘れの有無や、

自己中断などなく指示どおり内服できているか、薬の

理解度、内服の必要性の理解、病状や治療上自己管理

が可能かの５つの視点から評価した。

神経科、神経内科ともに長期の経過をたどる疾患が

多く、入院時薬の種類によって残数に大きな差がある

患者もいる。入院時の残数のばらつきは自宅での内服

管理状況を反映する指標となる。残数のばらつきの原

因として、飲み忘れや自己中断．自己調整が多い3)４）

とされ、疾病の経過が長く、内服薬の薬効が自覚症状

として現れにくい薬は飲み忘れや自己中断・自己調整

が多い3）と報告されている。当病棟ではメスチノンや

ネオドパストンなど、症状の改善が早期に自覚できる

薬については比較的飲み忘れが少ないと感じられるが、

実際にどの程度飲み忘れがあるかについては十分把握

できていない。患者は内服薬の重要度を自身の中で決

定していると考えられ、その把握も必要である。

精神疾患をもつ患者等は薬に対する知識不足や誤っ

た認識、副作用、内服習慣が確立していないことを理

由に内服を中断することが多く５)、当病棟の神経科患

者には同様の経験をもつ患者もいた。石神ら4)は「自

己中断や自己調整は薬に対する不信感や不安感、理解

不足が理由で起こる」とし、「疾病の予後改善のために

予防的に内服するということを理解しているかが、退

院後の内服継続に大きく影響する｣とも報告している。

そのため、飲み忘れの有無や指示どおりに内服できて

Ⅳ考察

今回作成したアセスメントシートでは、身体機能の

評価と継続能力の評価の２つの方向から患者の内服管

理能力を評価することとした。当病棟では疾患の進行

により意識や認知レベルの低下をきたす患者もおり、

そのような患者は薬の正しい理解や内服習慣の継続が

困難であり内服自己管理が不可能と考えられる。丸山

ら')は「認知機能障害があると思考能力の低下がみら

れ、内服の理解能力が低下する」と述べている。そこ

で内服管理能力を評価する前段階として、認知機能障

害の有無をアセスメントすることが必要と考えた。

身体機能の評価は視力・内服動作・嚥下の３つの視

点から評価した。一般に患者の高齢化が進んでいるこ

とに加え、特に神経内科患者は疾患により視力低下や

視野狭窄などの眼症状が出現することも多く、視力の

低下により生じる誤薬の危険性を避ける2)ために、曰

常生活に支障をきたすほどの視力障害がないかをアセ

スメントすることが重要である。次に、疾患により麻

痒や手指の巧繊機能障害がある患者、上肢が挙上でき

ず自分で口に薬を運べない患者、姿勢が安定せず口ま

で運ぶ際に薬を落とす危険が高い患者もいることから
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いるかといった内服行動の現状を把握し、病識、内服

薬および内服の必要性の理解、退院後の予測される生

活状況など多角的な視点で評価することが重要である

と考える。

また、神経科患者の場合、内服薬の変更が多いこと

や病状を理由に主治医が自己管理を許可しないことが

ある。神経内科患者では、急な疾患の増悪により自己

管理不可能となるケースもあることから、看護師だけ

でなく医師の方針を確認し、病状、治療上自己管理が

可能かをアセスメントする項目を加えた。

自己管理の継続能力の評価においては、結果は－致

せず、質問方法や解釈の方法の不確かさ、評価項目の

あいまいさを問題視する意見が挙がった。評価結果が

一致しなかった理由として、評価項目があいまいであ

ったほか、評価する看護師と患者との信頼関係および

看護師の経験年数の相違、疾患に対する知識の相違、

実際に患者から得た情報を解釈するスキルの相違が考

えられる。

アセスメントシートのような患者の自己管理に向け

た内服管理能力を評価する基準があることで、患者の

自己管理における問題点が明らかとなり、看護師間で

自己管理に向け統一した評価を行うことができると考

えられる。今回の研究では自己管理継続能力の評価の

結果が一致しなかったため、今後はアセスメントシー

トの視点や評価項目、シートの使用方法について検討

を重ね、シートを改良することが望まれる。そして、

患者が自身の疾病や治療を正しく理解し、正確に、よ

り能動的に治療に参加できるよう、患者の能力に見合

った内服方法の選択と自己管理に向けた介入方法を確

立することを目指す。
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Ｖ、結論

１．神経科・神経内科患者の自己管理に向けた評価の

視点として､【認知機能障害の評価】､【身体機能の評価】

【継続能力の評価】が挙げられた。

２．今回作成したアセスメントシートでは【身体機能

の評価】は研究者間で評価の結果は一致したが､【継続

能力の評価】の評価の結果は一致しなかった。
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表１作成したアセスメントシート

患者氏名

入院曰平成年月

疾患名

現在の内服管理方法Ｎｓ管理(時間毎配薬／－日配薬）自己管理

I＜認知機能障害の評価＞

ｉ認知機能障害がある

|[i鐵塞１Ｗしていな・・→上記の項目に当てはまる､認知機能障害がある患者は､内服自己管理困難と判断Ｉ
ＩＮｓ管理(時間毎配薬)とする｡下記の評価は不要。

の視点で曰を評価認知目上鴎

＝・・１

－１０４－

☆評価☆

＜身体機能の評価＞ ／ ／ ／
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薬袋の文字を読むことが出来ない

鍵|蝋;iiiiIMiiMi蕊ii蝋！#iii蝋liM;iMi1鑿蕊繍､繍繍鵬llim鵬'1'''''''1'''''''1lllllllli||||||鯛11''''''''''1llllllIl識|繍騨繍議繍議ｌｌｌｌ１ｌ１ｌ騨繍lllillll鵜ilml騨繍蕊|蕊 |蕊iliil1lllll|蕊 |蕊!'鱸霧篝 iii蕊ii蕊''''1||’

食事動作ができない(ロまで手が運べない）

薬袋が手､もしくはハサミで開lﾅられない

薬袋から薬を出せない､指でOKサインを作ることができない

鱸蕊轤蕊蕊蕊議 il1llll蕊liilillllllllllI
食事を自分で食べることができない

食事や飲水時､頻回にむせる

０．

＜薬の理解と自己管理継続能力の評価＞ ／ ／ ／

lliiMiMiiii1imi 議議鍵i蕊 鰯蕊蕊鑿 鰯繍繍1Ｍ

入院時､薬の残数にばらつきがある

飲み忘れが3回以上ある
：Ｉ側9.0992??Ｐ０ｐＴ?？貢:TTFTTU空｡￣

｡

● 灘篝篝蕊 |蕊|蕊霧ii霧 蕊蕊蕊|蕊|Ｉ

自己中断歴がある
～

､rの許可なく、自己調整(時間､個数)している
Ｉ。。．O

い

●

｡ |蕊!｝議轤 騨蕊蕊！ 蕊11蕊議灘！

薬の効能を述べることができない

朝･昼・夕の内服薬の個数が言えない

繊imm鑑imiiiiIm鰯1M鍵､； |議議議議！ 騨議霧霧 鱸l1iililill鰯
自分の病気について理解できていない

何のために入院したか理解できていない

内服自己管理への意欲がない､または内服自己管理をしていて問題がある
ＷＴＴＹＰＵ迎汀UWggT辺T？百F』ず一一Ｍ.ＣＣＯ

Ｏ●

Ｉ 議議lilill蕊|||’ |||蕊ljllll議議 IlMilllllllllMillllM

薬の変更が多く､患者様がそれを理解できていない

主治医が自己管理を許可しない､もしくはNs管理の指示あり

薬の乱用歴、自傷行為歴など危険行動があり、現在もハイリスク状態である

／ .Ns管理(時間毎配薬／一日配薬）

･自己管理

／ .Ns管理(時間毎配薬／－曰配薬）

･自己管理

／ .Ns管理(時間毎配薬／一日配薬）

･自己管理


